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（ご参考） 

 本リリースに関わるストックオプション（新株予約権）は、当社役職員、当社完全子会社

役職員、およびその他当社子会社役職員を対象として発行され、新株予約権の発行個数の

合計は



  

 

                                   【別紙 1



  

 

【別紙 2】 

 

当社第 5 期定時株主総会で承認されました商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の規定

に基づくストックオプションとして発行する新株予約権についての具体的な発行内容



  

新株予約権付社債を発行するときも上記の算式により行使価額を調整するものとしま

す。 

   さらに、新株予約権発行後に当社が当社普通株式分割または併合を行う場合は、次

の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り

上げるものとします。 

 

1 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

分割・併合の比率 

 

  さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむ

を得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な

範囲で行使価額を調整するものとします。 

 

6.   新株予約権の行使により発行または移転する株式の発行価額の総額 

  平成

調太揩､え、合理的な

平成

調太揩､え、V9ﾃ凾�:｢諡�鰄*H*h��H*h��c彗�



  

 

 

11. 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡、質入、担保提供その他一切の処分は認めないものとします。 

 


